
資料１－４ 

  参考条文 

 

１ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

（児童福祉施設と非常災害）  

第６条 児童福祉施設においては，軽便消火器等の消火用具，非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに，非常災害に対す

る具体的計画を立て，これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。  

２ 前項の訓練のうち，避難及び消火に対する訓練は，少なくとも毎月一回は，これを行わなければならない。 

 

（衛生管理等）  

第１０条  児童福祉施設に入所している者の使用する設備，食器等又は飲用に供する水については，衛生的な管理に努め，又は衛生

上必要な措置を講じなければならない。  

２ 児童福祉施設は，当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し，又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。  

３ 児童福祉施設（助産施設，保育所及び児童厚生施設を除く。）においては，入所している者の希望等を勘案し，清潔を維持するこ

とができるよう適切に，入所している者を入浴させ，又は清拭しなければならない。  

４ 児童福祉施設には，必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに，それらの管理を適正に行わなければならない。 

 

２ 介護保険制度の指定訪問介護（ホームヘルプサービス）の運営基準 

（身分を証する書類の携行）  

第１８条  指定訪問介護事業者は，訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ，初回訪問時及び利用者又はその家族から求められ

たときは，これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 

（同居家族に対するサービス提供の禁止）  

第２５条  指定訪問介護事業者は，訪問介護員等に，その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。 

 


